
 

 

東海旅客鉄道株式会社戦没者遺族旅客運賃割引規則の一部改正（旅客運賃割引証、証明書等の様式変更に伴う改正） 

現行 改正 

（前略） 

（旅客運賃割引証、証明書等の様式） 

第８条 旅客運賃割引証、証明書等の様式は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下略） 

（前略） 

（旅客運賃割引証、証明書等の様式） 

第８条 旅客運賃割引証、証明書等の様式は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下略） 

附則 

 この通達は、平成30年３月17日から施行する。 


